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(57)【要約】
【課題】  会社の自分の席に居るときでも、正常なとき
の体温状態などと現在の体温状態などとを比較させて現
在の健康状態を認識させる。
【解決手段】  デジタル式体温計４を使用させて、各人
に体温を計測させる毎に、このデジタル式体温計４が接
続されたパソコン装置２によって、事前に取り込んで、
保存させてある自分の正常時の体温と、一般的な人の平
均体温と、自分の現在の体温とを画面表示させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  従業員の健康管理を行う健康管理支援シ
ステムにおいて、
健康状態測定器によって得られた従業員の今回の測定値
と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値とを
表示させるコンピュータ装置、
を備えたことを特徴とする健康管理支援システム。
【請求項２】  コンピュータ装置によって従業員の健康
管理を行う健康管理支援システムにおいて、
健康状態測定器によって得られた授業員の今回の測定値
と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値とを
表示し、専門医の診察を要求する指示が入力されたと
き、診察依頼とともに、今回の測定値を含む個人測定値
情報をインターネット回線上に送出するコンピュータ装
置と、
前記インターネット回線上に前記診察依頼が送出された
とき、この診察依頼とともに送出された前記個人測定値
情報に対する医師の診察結果を前記インターネット上に
送出し、前記コンピュータ装置に前記診察結果を表示さ
せる病院側コンピュータ装置と、
を備えたことを特徴とする健康管理支援システム。
【請求項３】  コンピュータ装置によって従業員の健康
管理を行う健康管理支援システムにおいて、
健康状態測定器によって得られた従業員の今回の測定値
と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値とを
比較し、医師による診察要件を満たすとき、診察依頼を
生成し、この診察依頼とともに、今回の測定値を含む個
人測定値情報をインターネット回線上に送出するコンピ
ュータ装置と、
前記インターネット回線上に前記診察依頼が送出された
とき、この診察依頼とともに送出された前記個人測定値
情報に対する医師の診察結果を前記インターネット上に
送出し、前記コンピュータ装置に前記診察結果を表示さ
せる病院側コンピュータ装置と、
を備えたことを特徴とする健康管理支援システム。
【請求項４】  コンピュータ装置によって従業員の健康
管理を行う健康管理支援システムにおいて、
健康状態測定器によって得られた従業員の今回の測定値
と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値とを
比較し、医師による診察要件を満たすとき、診察依頼を
生成し、この診察依頼とともに、今回の測定値を含む個
人測定値情報をインターネット回線上に送出するコンピ
ュータ装置と、
前記インターネット回線上に前記診察依頼が送出された
とき、この診察依頼とともに送出された前記個人測定値
情報に対する医師の診察結果に応じて、アドバイス内
容、または精密検査の必要性、緊急入院の必要性のいず
かの情報を前記インターネット上に送出し、前記コンピ
ュータ装置に前記アドバイス内容、または前記精密検査
の必要性、前記緊急入院の必要性のいずかの情報を表示
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させる病院側コンピュータ装置と、
を備えたことを特徴とする健康管理支援システム。
【請求項５】  請求項４に記載の健康管理支援システム
において、
前記病院側コンピュータ装置は、前記医師により、精密
検査、緊急入院のいずれかが必要と判断されたとき、受
診予約状況データ、空きベッド状況データのいずれかを
参照して受診予約処理、緊急入院処理を行う、
ことを特徴とする健康管理支援システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、各人が会社内に居
るときでも、現在の健康状態を診察して、診察結果を知
らせる健康管理支援システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】会社などで仕事をしている人は、仕事が
忙しいとき、病院に行くことが難しいことから、多少、
体調が悪いときでも、我慢して、仕事を続けることが多
かった。
【０００３】そして、我慢できないくらい体調が悪くな
ってから、病院に行って検査を受け、結果が出た時点
で、医者に一般的な平均値データと、自分のデータとを
比較させ、身体の悪い部分を指摘してもらうことが多
い。
【０００４】また、我慢できないくらい体調が悪くなっ
てから、病院に行っても、外来診察の場合には、診察の
受付手続きを行ってから、自分の順番がくるまで、痛み
を我慢して待たなければならないことから、非常に体調
が悪いとき、大変な思いをすることが多かった。
【０００５】また、医者に診察してもらっても、最初、
十分な検査結果が得られておらず、最適な判断を行って
もらえないことから、とりあえず、薬をもらって、次
回、正確な検査結果が出るまで、様子見になってしまう
ことが多く、その間、かなりの苦痛に耐えなければなら
ないことも多かった。
【０００６】また、診察結果によっては、即入院、手術
となるケースもあり、かなりの精神的なダメージを受け
てしまうこともあった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】そこで、このような問
題を解決する方法として、会社などに居るときにも、体
調が悪いとき、手軽に健康状態を検査することできる血
圧計、検査機器などが開発されている。
【０００８】しかしながら、このような血圧計、検査機
器を使用しても、現在の血圧、現在の各データを知るこ
とができるだけで、一般の人には、これらの測定結果が
一般の人の血圧値、各データに比べて、どのような位置
付けなのか、どのような病気が考えられるのかなどを判
断することができないことから、測定結果の値がわかる
だけで、その原因まで、わからず、最終的に、病院に行
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かなければならないことが多いという問題があった。
【０００９】本発明は上記の事情に鑑み、請求項１で
は、会社などの自分の席に居るときでも、正常なときの
体温状態などと現在の体温状態などとを比較させて、現
在の健康状態を認識させることができ、これによって長
期入院などの最悪事態になる前に、適切な処置を行わせ
て、仕事を続行させることができる健康管理支援システ
ムを提供することを目的としている。
【００１０】請求項２では、会社などの自分の席に居る
ときでも、専門医に各測定値を送って、現在の健康状態
を診察させ、適切なアドバイスをもらうことがができ、
これによって長期入院などの最悪事態になる前に、適切
な処置を行わせて、仕事を続行させることができる健康
管理支援システムを提供することを目的としている。
【００１１】請求項３では、現在の健康状態が悪いと
き、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、適切なアドバイスを受けさ
せることができ、これによって長期入院などの最悪事態
になる前に、適切な処置を行わせて、仕事を続行させる
ことができる健康管理支援システムを提供することを目
的としている。
【００１２】請求項４では、現在の健康状態が悪いと
き、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、安静が必要かどうか、精密
検査が必要かどうか、緊急入院が必要かどうかなど、適
切なアドバイスを受けさせることができ、これによって
最悪な事態になる前に、適切な処置を行わせることがで
きる健康管理支援システムを提供することを目的として
いる。
【００１３】請求項５では、現在の健康状態が悪いと
き、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、精密検査または緊急入院な
どが必要なとき、診察を受けた人に面倒な手続き作業を
行わせることなく、これら精密検査、緊急入院などの手
続きを完了させることができる健康管理支援システムを
提供することを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに本発明は、請求項１では、従業員の健康管理を行う
健康管理支援システムにおいて、健康状態測定器によっ
て得られた従業員の今回の測定値と予め入力されている
当該従業員の正常時の測定値とを表示させるコンピュー
タ装置を備えたことを特徴とする。
【００１５】請求項２では、コンピュータ装置によって
従業員の健康管理を行う健康管理支援システムにおい
て、健康状態測定器によって得られた授業員の今回の測
定値と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値
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とを表示し、専門医の診察を要求する指示が入力された
とき、診察依頼とともに、今回の測定値を含む個人測定
値情報をインターネット回線上に送出するコンピュータ
装置と、前記インターネット回線上に前記診察依頼が送
出されたとき、この診察依頼とともに送出された前記個
人測定値情報に対する医師の診察結果を前記インターネ
ット上に送出し、前記コンピュータ装置に前記診察結果
を表示させる病院側コンピュータ装置とを備えたことを
特徴とする。
【００１６】請求項３では、コンピュータ装置によって
従業員の健康管理を行う健康管理支援システムにおい
て、健康状態測定器によって得られた従業員の今回の測
定値と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値
とを比較し、医師による診察要件を満たすとき、診察依
頼を生成し、この診察依頼とともに、今回の測定値を含
む個人測定値情報をインターネット回線上に送出するコ
ンピュータ装置と、前記インターネット回線上に前記診
察依頼が送出されたとき、この診察依頼とともに送出さ
れた前記個人測定値情報に対する医師の診察結果を前記
インターネット上に送出し、前記コンピュータ装置に前
記診察結果を表示させる病院側コンピュータ装置とを備
えたことを特徴とする。
【００１７】請求項４では、コンピュータ装置によって
従業員の健康管理を行う健康管理支援システムにおい
て、健康状態測定器によって得られた従業員の今回の測
定値と予め入力されている当該従業員の正常時の測定値
とを比較し、医師による診察要件を満たすとき、診察依
頼を生成し、この診察依頼とともに、今回の測定値を含
む個人測定値情報をインターネット回線上に送出するコ
ンピュータ装置と、前記インターネット回線上に前記診
察依頼が送出されたとき、この診察依頼とともに送出さ
れた前記個人測定値情報に対する医師の診察結果に応じ
て、アドバイス内容、または精密検査の必要性、緊急入
院の必要性のいずかの情報を前記インターネット上に送
出し、前記コンピュータ装置に前記アドバイス内容、ま
たは前記精密検査の必要性、前記緊急入院の必要性のい
ずかの情報を表示させる病院側コンピュータ装置とを備
えたことを特徴とする。
【００１８】請求項５では、請求項４に記載の健康管理
支援システムにおいて、前記病院側コンピュータ装置
は、前記医師により、精密検査、緊急入院のいずれかが
必要と判断されたとき、受診予約状況データ、空きベッ
ド状況データのいずれかを参照して受診予約処理、緊急
入院処理を行うことを特徴とする。
【００１９】請求項１によれば、会社などの自分の席に
居るときでも、正常なときの体温状態などと現在の体温
状態などとを比較させて現在の健康状態を認識させ、こ
れによって長期入院などの最悪事態になる前に適切な処
置を行わせて仕事を続行させる。
【００２０】請求項２によれば、会社などの自分の席に
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居るときでも、専門医に各測定値を送って、現在の健康
状態を診察させ、適切なアドバイスをもらい、これによ
って長期入院などの最悪事態になる前に、適切な処置を
行わせて、仕事を続行させる。
【００２１】請求項３によれば、現在の健康状態が悪い
とき、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、適切なアドバイスを受けさ
せ、これによって長期入院などの最悪事態になる前に、
適切な処置を行わせて、仕事を続行させる。
【００２２】請求項４によれば、現在の健康状態が悪い
とき、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、安静が必要かどうか、精密
検査が必要かどうか、緊急入院が必要かどうかなど、適
切なアドバイスを受けさせ、これによって最悪な事態に
なる前に、適切な処置を行わせる。
【００２３】請求項５によれば、現在の健康状態が悪い
とき、会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対
し、各測定値とともに、診察依頼を自動的に出させて、
現在の健康状態を診察させ、精密検査または緊急入院な
どが必要なとき、診察を受けた人に面倒な手続き作業を
行わせることなく、これら精密検査、緊急入院などの手
続きを完了させる。
【００２４】
【発明の実施の形態】《第１の実施形態》図１は本発明
による健康管理支援システムの第１の実施形態を示すブ
ロック図である。
【００２５】この図に示す健康管理支援システム１は、
会社などに設けられた各人の机上などに配置される複数
のパソコン装置２と、入力コード３によって各パソコン
装置２のいずれかに接続され、各人の体温を計測して計
測結果を各パソコン装置２に供給するデジタル式体温計
４と、各パソコン装置２を相互に接続するＬＡＮ５と、
ＬＡＮ５を介して各パソコン装置２のいずれかから印刷
要求、印刷データなどが出されたとき、これを取り込む
共通サーバ装置６と、この共通サーバ装置６によって取
り込まれた印刷データに対応する内容をプリントアウト
するプリンタ装置７とを備えており、各人がデジタル式
体温計４を使用して、体温を計測する毎に、このデジタ
ル式体温計４が接続されたパソコン装置２によって、事
前に取り込んで保存させてある自分の正常時の体温と、
一般的な人の平均体温と、自分の現在の体温とを画面表
示させる。
【００２６】各パソコン装置２は、キーボード８から出
力される各種指令、各種データ、予めインストールされ
ているプログラムなどに基づき、指定された業務処理、
各人の健康管理処理などを行うパソコン本体部９と、こ
のパソコン本体部９から出力される表示データを取り込
んで、業務処理画面、健康管理画面などを表示するＣＲ
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Ｔ１０とを備えている。
【００２７】ＬＡＮ５は、各パソコン装置２に接続され
る複数のイーサネット（登録商標）ケーブル１１、各イ
ーサネットケーブル１１を接続するハブ１２などによっ
て構成されており、各パソコン装置２から他のパソコン
装置２、または共通サーバ装置６を宛先としたパケット
が送出される毎に、これを取り込んで宛先となるパソコ
ン装置２、共通サーバ装置６に供給する。
【００２８】共通サーバ装置６は、サーバ本体部１３
と、このサーバ本体部１３から出力される表示データを
取り込んで、システム監視画面などを表示するＣＲＴ
（図示は省略する）とを備えており、キーボードから入
力された指示内容に応じて、指定された業務処理、例え
ば印刷業務などを開始し、ＬＡＮ５を介して印刷要求が
供給される毎に、この印刷要求とともに供給された印刷
データを取り込んで、プリンタ装置７から印刷データの
内容をプリントアウトさせる。
【００２９】次に、図１に示すブロック図を参照しなが
ら、健康管理支援システム１の動作を説明する。
【００３０】まず、各パソコン装置２のパソコン本体部
９にデジタル式体温計４が接続された状態で、各パソコ
ン装置２のキーボード８から健康管理開始指示が入力さ
れると、各パソコン装置２のパソコン本体部９によっ
て、デジタル式体温計４から出力される体温データが取
り込まれ、図２に示すように、パソコン本体部９のハー
ドディスク１４内に設けられた本人現在データ情報ファ
イル１５に追記形式で記憶される。また、本人正常時デ
ータ情報ファイル１６に記憶されている正常時体温デー
タ（前回までの体温計測処理で得られた体温データのう
ち、平常時の体温データに指定された体温データ）、一
般平均値データ情報ファイル１７に記憶されている一般
的な人の体温データを処理して、ＣＲＴ１０上に、図３
に示すような健康管理画面１８を表示し、一般的な人の
平均体温、自分個人の正常時体温、自分個人の現在体温
を知らせる。
【００３１】そして、この健康管理画面１８の内容に基
づき、各人によって、自分の現在体温が正常時に他の人
に比べ、どの程度高いか、また低いかが理解される。ま
た、各パソコン装置２のキーボード８から印刷指示が入
力されると、各パソコン装置２のパソコン本体部９によ
って、印刷要求が生成され、これが体温計測結果ととも
に、ＬＡＮ５上に送出されて、共通サーバ装置６に供給
され、プリンタ装置７からプリントアウトされる。
【００３２】この後、各人によって、プリントアウトさ
れた体温測定結果などが取り出され、何らかの問題があ
るとき、通院などの必要な処置が行われる。
【００３３】このように、この第１の実施形態では、デ
ジタル式体温計４を使用させて、各人に体温を計測させ
る毎に、保存させてある自分の正常時の体温と、一般的
な人の平均体温と、自分の現在の体温とを画面表示させ
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7
るようにしているので、会社などの自分の席に居るとき
でも、正常なときの体温状態などと現在の体温状態など
とを比較させて、現在の健康状態を認識させることがで
き、これによって長期入院などの最悪事態になる前に、
適切な処置を行わせることができる。
【００３４】《第２の実施形態》図４は本発明による健
康管理支援システムの第２の実施形態を示すブロック図
である。
【００３５】この図に示す健康管理支援システム２５
は、各会社側に設けられる会社側コンピュータ設備２６
と、これら各会社側とホームドクター契約を行っている
病院側に設けられる病院側コンピュータ設備２７と、こ
れら会社側コンピュータ設備２６と病院側コンピュータ
設備２７とを接続するインターネット回線２８とを備え
ており、会社側コンピュータ設備２６によって、各人の
体温などを計測させ、これを各人に確認させるととも
に、各人から自分の健康状態について、診察依頼が出さ
れたとき、インターネット回線２８を介し、病院側コン
ピュータ設備２７に各人の体温データなどを通知させ
て、専門医に診察を行わせ、診察結果を会社側コンピュ
ータ設備２６に供給させて、各人に知らせる。
【００３６】会社側コンピュータ設備２６は、キーボー
ド２９、パソコン本体部３０、ＣＲＴ３１などを有する
複数のパソコン装置３２と、入力コード３３によって各
パソコン装置３２のいずれかに接続され、各人の体温を
計測して計測結果を各パソコン装置３２に供給するデジ
タル式体温計３４とを備えており、各人がデジタル式体
温計３４を使用して体温を計測したとき、保存させてあ
る自分の正常時の体温と、一般的な人の平均体温と、自
分の現在の体温とを画面表示させるとともに、各人が
“何らかの異常がある”と判断して、キーボードから専
門医のアドバイスを希望する指示が入力されたとき、イ
ンターネット回線２８を介して病院側コンピュータ設備
２７に診察依頼とともに、体温データなどを送り、適切
なアドバイスを受け、これを画面表示する。
【００３７】また、インターネット回線２８は、一般的
な公衆電話回線、専用回線、プロバイダ設備などによっ
て構成されており、会社側コンピュータ設備２６から病
院側コンピュータ設備２７側を宛先とした診察依頼、体
温データなどを含むパケットが出力されたとき、これを
取り込んで病院側コンピュータ設備２７に供給する。ま
たこの病院側コンピュータ設備２７から会社側コンピュ
ータ設備２６を宛先とした診察結果データなどを含むパ
ケットが出力されたとき、これを取り込んで会社側コン
ピュータ設備２６に供給する。
【００３８】また、病院側コンピュータ設備２７は、専
門医の机上などに配置されるパソコン装置３５と、病院
の事務室などに配置される共通サーバ装置３６と、これ
らパソコン装置３５、共通サーバ装置３６、インターネ
ット回線２８を相互に接続するＬＡＮ３７と、共通サー
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バ装置３６に接続され、ＬＡＮ３７を介して供給された
印刷データに対応した内容の処置書類などをプリントア
ウトするプリンタ装置３８とを備えており、会社側コン
ピュータ設備２６の各パソコン装置３２から診察依頼、
体温データなどが出力されたとき、インターネット回線
２８を介して、これらを受信し、パソコン装置３５に診
察依頼内容、体温などを表示して専門医に診察を行わせ
る。また、診察結果が入力されたとき、この診察結果に
対応した診察結果データを生成し、これをインターネッ
ト回線２８上に送出し、診察依頼を出したパソコン装置
３２のＣＲＴ３１に診察結果を表示させる。
【００３９】パソコン装置３５は、キーボード３９から
出力される各種指令、各種データ、予めインストールさ
れているプログラムなどに基づき、指定された業務処
理、ホームドクター契約している会社側の各パソコン装
置３２から要求された診察依頼処理などを行うパソコン
本体部４０と、このパソコン本体部４０から出力される
表示データを取り込んで、診察画面などを表示するＣＲ
Ｔ４１とを備えており、キーボード３９から入力された
指示内容に応じて、処置書類作成、データ通信などの業
務、インターネット回線２８を介して受信した各パソコ
ン装置３２からの診察依頼処理、印刷要求を出して、プ
リンタ装置３８から処置書類などを印刷させる処理など
を行う。
【００４０】また、ＬＡＮ３７は、インターネット回線
２８に接続されるルータ装置（図示は省略する）、パソ
コン装置３５のパソコン本体部４０に差し込まれたＬＡ
Ｎカード（図示は省略する）、共通サーバ装置３６のサ
ーバ本体部４４に差し込まれたＬＡＮカード（図示は省
略する）などに接続される複数のイーサネットケーブル
４２、これら各イーサネットケーブル４２を接続するハ
ブ４３などによって構成されており、インターネット回
線２８を介して、各パソコン装置３２、３５，または共
通サーバ装置３６を宛先としたパケットが送出される毎
に、これを取り込んで、宛先となるパソコン装置３２，
３５、共通サーバ装置３６に供給する。
【００４１】共通サーバ装置３６は、キーボード（図示
は省略する）と、ＬＡＮカード（図示は省略する）、イ
ーサネットケーブル４２などを介してＬＡＮ３７に接続
され、キーボードから出力される各種指令、各種デー
タ、予めインストールされているプログラムなどに基づ
き、指定された業務処理、例えば印刷業務などを行うサ
ーバ本体部４４と、このサーバ本体部４４から出力され
る表示データを取り込んで、システム監視画面などを表
示するＣＲＴ（図示は省略する）とを備えている。
【００４２】次に、図４に示すブロック図を参照しなが
ら、健康管理支援システム２５の動作を説明する。
【００４３】まず、各パソコン装置３２のパソコン本体
部３０にデジタル式体温計３４が接続された状態で各パ
ソコン装置３２のキーボード２９が操作されて、健康管
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9
理開始指示が入力されると、各パソコン装置３２のパソ
コン本体部３０によって、デジタル式体温計３４から出
力される体温データが取り込まれ、図５に示すように、
パソコン本体部３０のハードディスク４５内に設けられ
た本人現在データ情報ファイル４６に追記形式で記憶さ
れながら、本人正常時データ情報ファイル４７に記憶さ
れている正常時体温データ（前回までの体温計測処理で
得られた体温データのうち、平常時の体温データに指定
された体温データ）、一般平均値データ情報ファイル４
８に記憶されている、一般的な人の体温データが処理さ
れて、ＣＲＴ３１上に、図６に示すような健康管理画面
４９が表示され、一般的な人の平均体温、自分個人の正
常時体温、自分個人の現在体温が知らされ、各人によっ
て自分の現在体温が正常時、他の人に比べ、どの程度、
高いか、低いが理解される。
【００４４】この後、自分の体温が平常時に比べて、異
常に高くなっていること、あるいは異常に低くなってい
ることがわかった人によって、パソコン装置３２のキー
ボード２９が操作されて、ホームドクターに診察を依頼
する指示が入力されると、パソコン装置３２のパソコン
本体部３０によって、専門医のパソコン装置３５を宛先
にした診察依頼が生成され、これが個人平常時体温デー
タ、個人現在体温データなどとともに、インターネット
回線２８上に送出される。
【００４５】そして、病院側コンピュータ設備２７のＬ
ＡＮ３７を介し、専門医のパソコン装置３５を構成する
パソコン本体部４０によって、会社側コンピュータ設備
２６を構成するパソコン装置３２から送信された診察依
頼と、個人平常時体温データ、個人現在体温データなど
とが取り込まれると、このパソコン本体部４０によっ
て、ＣＲＴ３２上に診察画面が表示され、診察依頼の内
容と、診察依頼を出した人の個人平常時体温データ、個
人現在体温データなどとが専門医に知らされる。
【００４６】この後、専門医によって、ＣＲＴ４１上に
表示された内容に基づき、診察が行われて、キーボード
３９から診察結果が入力されると、パソコン装置３５の
パソコン本体部４０によって、診察依頼を出したパソコ
ン装置３２を宛先にした診察結果データが生成され、こ
れがＬＡＮ３７上に出力されて、インターネット回線２
８上に送出される。
【００４７】また、このとき、パソコン装置３５のキー
ボード３９から印刷指示が入力されると、パソコン装置
３５のパソコン本体部４０によって、印刷要求が生成さ
れ、これが診察結果、処置指示などとともに、ＬＡＮ３
７上に送出されて、共通サーバ装置３６に供給され、プ
リンタ装置３８から診察結果、処置指示などがプリント
アウトされる。
【００４８】そして、インターネット回線２８を介し
て、診察依頼を出したパソコン装置３２によって、診察
結果データが取り込まれると、このパソコン装置３２の
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パソコン本体部３０によって、診察結果データの内容を
示す表示データが生成されるとともに、ＣＲＴ３１上に
診察結果の内容が表示されて、自分の体温が平常時と異
なる原因などが知らされる。
【００４９】このように、この第２の実施形態では、デ
ジタル式体温計３４を使用させて、各人に体温を計測さ
せる毎に、このデジタル式体温計３４が接続されたパソ
コン装置３２のパソコン本体部３０によって、事前に取
り込んで、保存させてある自分の正常時の体温と、一般
的な人の平均体温と、自分の現在の体温とを各パソコン
装置３２のＣＲＴ３１に画面表示させるとともに、各人
によって専門医による診察が必要と判断されて、診察依
頼が出されたとき、インターネット回線２８を介し、病
院側コンピュータ設備２７に各人の体温データなどを通
知させて、専門医に診察を行わせ、診察結果を会社側コ
ンピュータ設備２６に供給させて、診察結果を自分のパ
ソコン装置３２で見られるようにしているので、会社な
どの自分の席に居るときでも、専門医に各測定値を送ら
せて、現在の健康状態を診察させ、適切なアドバイスを
受けさせることがができ、これによって長期入院などの
最悪事態になる前に、適切な処置を行わせて、仕事を続
行させることができる。
【００５０】《第３の実施形態》次に第３の実施形態を
説明する。なお、第３の実施形態の基本的なシステム構
成図は、図４に示した第２の実施形態のブロック図と同
様であるため、図示は省略し特徴部分のみを説明する。
【００５１】第３の実施形態では、各人がデジタル式体
温計３４を使用して、体温を計測したとき、このデジタ
ル式体温計３４が接続されたパソコン装置３２によっ
て、事前に取り込んで、保存させてある自分の正常時の
体温と、一般的な人の平均体温と、自分の現在の体温と
を比較し、これらの比較結果を画面表示させるととも
に、各人の体温異常などが検知されたとき、インターネ
ット回線２８を介して、病院側コンピュータ設備２７に
診察依頼とともに、体温データなどを自動的に通知し、
適切な対処を行わせるようにしたことを特徴としてい
る。
【００５２】次に、第３の実施形態における健康管理支
援システム２５の動作を説明する。
【００５３】各パソコン装置３２のパソコン本体部３０
にデジタル式体温計３４が接続された状態で、各パソコ
ン装置３２のキーボード２９から健康管理開始指示が入
力されると、各パソコン装置３２のパソコン本体部３０
によって、デジタル式体温計３４から出力される体温デ
ータが取り込まれ、図５に示すように、パソコン本体部
３０のハードディスク４５内に設けられた本人現在デー
タ情報ファイル４６に追記形式で記憶されながら、本人
正常時データ情報ファイル４７に記憶されている正常時
体温データ（前回までの体温計測処理で得られた体温デ
ータのうち、平常時の体温データに指定された体温デー
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タ）、一般平均値データ情報ファイル４８に記憶されて
いる、一般的な人の体温データなどと比較され、図７フ
ローチャートに示すように、平常時の体温、一般的な人
の体温などを基準にして、前記体温データで示される現
在の体温が規定範囲内に収まっているとき（ステップＳ
Ｔ１）、本人正常時データ情報ファイル４７に記憶され
ている正常時体温データ、一般平均値データ情報ファイ
ル４８に記憶されている、一般的な人の体温データが処
理されて、ＣＲＴ３１上に、図６に示すように、一般的
な人の平均体温、自分個人の正常時体温、自分個人の現
在体温が書き込まれた健康管理画面４９が表示され、自
分の現在体温が正常時、あるいは他の人に比べ、どの程
度、高いか、低いかが理解される（ステップＳＴ２）。
【００５４】また、この動作と並行し、自分の体温が平
常時体温、一般的な人の体温などに比べて、異常に高く
なっているとき、あるいは異常に低くなっているとき
（ステップＳＴ１）、各パソコン装置３２のパソコン本
体部３０によって、専門医のパソコン装置３５を宛先に
した診察依頼（ホームドクターに診察を依頼する内容）
が自動的に生成され、これが個人平常時体温データ、個
人現在体温データなどとともに、インターネット回線２
８上に送出される（ステップＳＴ３）。
【００５５】そして、病院側コンピュータ設備２７のＬ
ＡＮ３７を介し、専門医のパソコン装置３５を構成する
パソコン本体部４０によって、会社側コンピュータ設備
２６を構成するパソコン装置３２から送信された診察依
頼と、個人平常時体温データ、個人現在体温データなど
とが取り込まれると、このパソコン本体部４０によっ
て、ＣＲＴ４１上に診察画面が表示されて、診察依頼の
内容と、診察依頼を出した人の個人平常時体温データ、
個人現在体温データなどとが専門医に知らされる。
【００５６】この後、専門医によって、ＣＲＴ４１上に
表示された内容に基づき、診察が行われて、キーボード
３９から診察結果が入力されると、パソコン装置３５の
パソコン本体部４０によって、診察依頼を出したパソコ
ン装置３２を宛先にした診察結果データが生成されると
ともに、これがＬＡＮ３７上に出力され、インターネッ
ト回線２８上に送出される。
【００５７】また、このとき、パソコン装置３５のキー
ボード３９から印刷指示が入力されると、パソコン装置
３５のパソコン本体部４０によって、印刷要求が生成さ
れ、これが診察結果、処置指示などとともに、ＬＡＮ３
７上に送出されて、共通サーバ装置３６に供給され、プ
リンタ装置３８からプリントアウトされる。
【００５８】そして、インターネット回線２８を介し
て、診察依頼を出したパソコン装置３２によって、診察
結果データが取り込まれると、このパソコン装置３２の
パソコン本体部３０によって、診察結果データの内容を
示す表示データが生成されるとともに、ＣＲＴ３１上に
診察結果の内容が表示され、自分の体温が平常時と異な
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る原因などが知らされる。
【００５９】このように、この第３の実施形態では、デ
ジタル式体温計３４を使用させて、各人に体温を計測さ
せる毎に、このデジタル式体温計３４が接続されたパソ
コン装置３２のパソコン本体部３０によって、事前に取
り込んで、保存させてある自分の正常時の体温と、一般
的な人の平均体温と、自分の現在の体温とを比較させ、
異常が見つからないとき、各パソコン装置３２のＣＲＴ
３１に、これらの比較結果を画面表示させ、何らかの異
常が見つかり、専門医による診察が必要と判断されたと
き、インターネット回線２８を介して、病院側に設けら
れた専門医のパソコン装置３５に、診察依頼とともに、
この人の個人平常時体温データ、個人現在体温データな
どを自動的に送信させて、診察を行わせるようにしてい
るので、現在の健康状態が悪いとき、会社などの自分の
席に居るときでも、専門医に対し、体温データなどとと
もに、診察依頼を自動的に出させて、現在の健康状態を
診察させ、適切なアドバイスを受けさせることができ、
これによって長期入院などの最悪事態になる前に、適切
な処置を行わせて、仕事を続行させることができる。
【００６０】《第４の実施形態》次に第４の実施形態を
説明する。なお、第４の実施形態の基本的なシステム構
成図は、図４に示した第２の実施形態のブロック図と同
様であるため、図示は省略し特徴部分のみを説明する。
【００６１】第４の実施形態では、各人がデジタル式体
温計３４を使用して、体温を計測したとき、このデジタ
ル式体温計３４が接続されたパソコン装置３２によっ
て、事前に取り込んで、保存させてある自分の正常時の
体温と、一般的な人の平均体温と、自分の現在の体温と
を比較し、これらの比較結果を画面表示させるととも
に、各人の体温異常などが検知されたとき、インターネ
ット回線２８を介して、病院側コンピュータ設備２７に
診察依頼とともに、診察依頼を出した人の体温データな
どを自動的に通知し、アドバイス、診察予約、緊急入院
手続きなど、適切な対処を行わせるようにしたことを特
徴としている。
【００６２】次に、第４の実施形態における健康管理支
援システム２５の動作を説明する。
【００６３】各パソコン装置３２のパソコン本体部３０
にデジタル式体温計３４が接続された状態で、各パソコ
ン装置３２のキーボード２９から健康管理開始指示が入
力されると、各パソコン装置３２のパソコン本体部３０
によって、デジタル式体温計３４から出力される体温デ
ータが取り込まれ、図５に示すように、パソコン本体部
３０のハードディスク４５内に設けられた本人現在デー
タ情報ファイル４６に追記形式で記憶されながら、本人
正常時データ情報ファイル４７に記憶されている正常時
体温データ（前回までの体温計測処理で得られた体温デ
ータのうち、平常時の体温データに指定された体温デー
タ）、一般平均値データ情報ファイル４８に記憶されて
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いる、一般的な人の体温データが処理されて、ＣＲＴ３
１上に、図６に示すような一般的な人の平均体温、自分
個人の正常時体温、自分個人の現在体温が書き込まれた
健康管理画面４９が表示され、自分の現在体温が正常
時、あるいは他の人に比べ、どの程度、高いか、低いか
が理解される。
【００６４】また、この動作と並行し、自分の体温が平
常時の体温、あるいは他の人の平均体温などに比べて、
異常に高くなっているとき、あるいは異常に低くなって
いるとき、各パソコン装置３２のパソコン本体部３０に
よって、専門医のパソコン装置３５を宛先にした診察依
頼（ホームドクターに診察を依頼する内容）が自動的に
生成され、これが個人平常時体温データ、個人現在体温
データなどとともに、インターネット回線２８上に送出
される。
【００６５】そして、病院側コンピュータ設備２７のＬ
ＡＮ３７を介し、専門医のパソコン装置３５を構成する
パソコン本体部４０によって、会社側コンピュータ設備
２６を構成するパソコン装置３２から送信された診察依
頼と、個人平常時体温データ、個人現在体温データなど
とが取り込まれると、このパソコン本体部４０によっ
て、ＣＲＴ４１上に診察画面が表示されて、診察依頼の
内容と、診察依頼を出した人の個人平常時体温データ、
個人現在体温データなどとが専門医に知らされる。
【００６６】この後、図８のフローチャートに示すよう
に、ＣＲＴ４１上に表示された内容に基づき、専門医に
よって、診察が行われ、この診察結果に基づき、アドバ
イスだけで良いと判断されて、キーボード３９が操作さ
れ、アドバイス内容（診察結果）が入力されると（ステ
ップＳＴ１１）、パソコン装置３５のパソコン本体部４
０によって、診察依頼を出したパソコン装置３２を宛先
にした診察結果データが生成され、これがＬＡＮ３７上
に出力されて、インターネット回線２８上に送出され
る。
【００６７】また、このとき、パソコン装置３５のキー
ボード３９が操作されて、印刷指示が入力されると、パ
ソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、印刷要
求が生成され、これが診察結果、処置指示などととも
に、ＬＡＮ３７上に送出されて、共通サーバ装置３６に
供給され、プリンタ装置３８からプリントアウトされ
る。
【００６８】そして、インターネット回線２８を介し、
診察依頼を出したパソコン装置３２によって、診察結果
データが取り込まれると、このパソコン装置３２のパソ
コン本体部３０によって、診察結果データの内容を示す
表示データが生成され、ＣＲＴ３１上に診察結果の内容
が表示されて、自分の体温が平常時と異なる原因などが
知らされる（ステップＳＴ１２）。
【００６９】また、上述した専門医の診察処理で、精密
検査が必要と判断されるものの、緊急度が高くないと判
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断されて、キーボード３９から精密検査の予約指示が入
力されると（ステップＳＴ１１、ＳＴ１３）、パソコン
装置３５のパソコン本体部４０によって、予約確認要求
が生成され、これがＬＡＮ３７上に送出されて、共通サ
ーバ装置３６に供給される。
【００７０】これにより、共通サーバ装置３６のサーバ
本体部４４によって、図９に示すように、ハードディス
ク５０内の予約状況データファイル５１に格納されてい
る予約状況データが読み出されるとともに、この予約状
況データに基づき、受診予約が入っていない日時の１つ
が選択されて、この日時が受診予約日にされた後、この
受診予約日を示す受診予約日データがＬＡＮ３７上に送
出されて、パソコン装置３５のパソコン本体部４０に供
給され、ＣＲＴ４１上に表示される（ステップＳＴ１
４）。
【００７１】そして、ＣＲＴ４１上に表示された内容に
基づき、専門医によって、受診予約日が確認されて、キ
ーボード３９が操作され、送信指示が入力されると、パ
ソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、診察依
頼を出したパソコン装置３２を宛先にした受信予約日デ
ータが生成され、これがＬＡＮ３７上に出力されて、イ
ンターネット回線２８上に送出される。
【００７２】また、このとき、パソコン装置３５のキー
ボード３９が操作されて、印刷指示が入力されると、パ
ソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、印刷要
求が生成され、これが受診予約日データなどとともに、
ＬＡＮ３７上に送出されて、共通サーバ装置３６に供給
され、プリンタ装置３８からプリントアウトされる。
【００７３】そして、インターネット回線２８を介し
て、診察依頼を出したパソコン装置３２によって、受診
予約日データが取り込まれると、このパソコン装置３２
のパソコン本体部３０によって、受診予約日データの内
容を示す表示データが生成され、ＣＲＴ３１上に精密検
査が必要であり、受診予約日に来院して、精密検査を受
けるように指示されていることが表示される（ステップ
ＳＴ１７）。
【００７４】これにより、受診予約日になったとき、精
密検査が必要であると通知された人が病院に行き、外来
で、精密検査を受ける（ステップＳＴ１８）。
【００７５】また、上述した専門医の診察処理で、緊急
度が高く、精密検査が必要と判断されるものの、外来診
察で良いと判断され、この判断結果に基づき、キーボー
ド３９が操作されて、最優先予約指示が入力されると
（ステップＳＴ１１、ＳＴ１３、ＳＴ１５）、パソコン
装置３５のパソコン本体部４０によって、最優先予約確
認要求が生成され、これがＬＡＮ３７上に送出されて、
共通サーバ装置３６に供給される。
【００７６】これにより、共通サーバ装置３６のサーバ
本体部４４によって、図９に示すように、ハードディス
ク５０内の予約状況データファイル５１に格納されてい
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る予約状況データが読み出され、予約が入っていない日
時のうち、最も早い日付の１つが選択され、この日時が
受診予約日にされ、この受診予約日を示す受診予約日デ
ータがＬＡＮ３７上に送出されて、パソコン装置３５に
供給され、ＣＲＴ４１上に表示される（ステップＳＴ１
６）。
【００７７】そして、ＣＲＴ４１上に表示された内容に
基づき、専門医によって、受診予約日が確認されて、キ
ーボード３９が操作され、送信指示が入力されると、パ
ソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、診察依
頼を出したパソコン装置３２を宛先にした受信予約日デ
ータが生成され、これがＬＡＮ３７上に出力されて、イ
ンターネット回線２８上に送出される。
【００７８】また、このとき、パソコン装置３５のキー
ボード３９が操作されて、印刷指示が入力されると、パ
ソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、印刷要
求が生成され、これが受診予約日データなどとともに、
ＬＡＮ３７上に送出されて、共通サーバ装置３６に供給
され、プリンタ装置３８からプリントアウトされる。
【００７９】そして、インターネット回線２８を介し
て、診察依頼を出したパソコン装置３２によって、受診
予約日データが取り込まれると、このパソコン装置３２
のパソコン本体部３０によって、受診予約日データの内
容を示す表示データが生成され、ＣＲＴ３１上に緊急に
精密検査が必要であり、必ず受診予約日に来院して、精
密検査を受けるように指示されていることが表示される
（ステップＳＴ１７）。
【００８０】これにより、受診予約日になったとき、精
密検査が必要であると通知された人が病院に行き、外来
で、精密検査を受ける（ステップＳＴ１８）。
【００８１】また、上述した専門医の診察処理で、緊急
度が高く、入院処置が必要と判断され、この判断に基づ
き、キーボード３９が操作されて、入手続き指示が入力
されると（ステップＳＴ１１、ＳＴ１３、ＳＴ１５）、
パソコン装置３５のパソコン本体部４０によって、診察
依頼を出したパソコン装置３２を宛先にした入院手続き
通知データが生成され、これがＬＡＮ３７上に出力され
て、インターネット回線２８上に送出される。
【００８２】そして、インターネット回線２８を介し、
診察依頼を出したパソコン装置２２によって、入院手続
き通知データが取り込まれると、このパソコン装置３２
のパソコン本体部３０によって、入院手続き通知データ
の内容を示す表示データが生成され、ＣＲＴ３１上に緊
急入院が必要であることと、その理由などとが表示され
る。
【００８３】また、このようなインターネット回線２８
を使用した入院手続き通知と並行し、専門医から、診察
依頼を出したパソコン装置３２を操作している人に電話
がかけられて、緊急入院が必要であることが説明される
（ステップＳＴ１９）。
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【００８４】この後、パソコン装置３２または電話を介
して、この人から緊急入院に同意することが専門医に知
らされて、パソコン装置３５のキーボード３９が操作さ
れ、緊急入院手続き指示が入力されると、パソコン装置
３５のパソコン本体部４０によって、緊急入院指示要求
が生成され、これがＬＡＮ３７上に送出されて、共通サ
ーバ装置３６に供給される。
【００８５】これにより、共通サーバ装置３６のサーバ
本体部４４によって、入院状況データが読み出され、こ
の入院状況データに基づき、空いているベッドの１つが
選択され、これが受け入れベッドにされるとともに、こ
のベッドを示すベッドデータがＬＡＮ３７上に送出され
て、パソコン装置３５に供給され、ＣＲＴ４１上に表示
される。
【００８６】そして、ＣＲＴ４１上に表示された内容に
基づき、専門医によって、空きベッドが確認され、この
確認内容に基づき、キーボード３９が操作され、送信指
示が入力されると、パソコン装置３５のパソコン本体部
４０によって、共通サーバ装置３６を宛先にしたベッド
予約確認データが生成され、これがＬＡＮ３７上に出力
されて、共通サーバ装置３６に記憶され、プリンタ装置
３８からベッド予約内容書類がプリントアウトされる
（ステップＳＴ２０）。
【００８７】これにより、入院予約日になったとき、緊
急入院が必要であると通知された人が病院に行って入院
し、精密検査を受ける（ステップＳＴ２１）。
【００８８】このように、この第４の実施形態では、デ
ジタル式体温計３４を使用させて、各人に体温を計測さ
せる毎に、このデジタル式体温計３４が接続されたパソ
コン装置３２のパソコン本体部３０によって、事前に取
り込んで、保存させてある自分の正常時の体温と、一般
的な人の平均体温と、自分の現在の体温とを比較させ、
各パソコン装置３２のＣＲＴ３１に、これらの比較結果
を画面表示させるとともに、何らかの異常が見つかった
とき、インターネット回線２８を介して、病院側に設け
られた専門医のパソコン装置３５に、診察依頼ととも
に、この人の個人平常時体温データ、個人現在体温デー
タなどを自動的に送信させて、診察を行わせ、アドバイ
ス、診察予約、緊急入院手続きなど、適切な対処を行わ
せるようにしているので、現在の健康状態が悪いとき、
会社などの自分の席に居るときでも、専門医に対し、各
体温データなどとともに、診察依頼を自動的に出させ
て、現在の健康状態を診察させ、安静が必要かどうか、
精密検査が必要かどうか、緊急入院が必要かどうかな
ど、適切なアドバイスを受けさせることができ、これに
よって最悪な事態になる前に、適切な処置を行わせるこ
とができる。
【００８９】また、この第４の実施形態では、診察依頼
を出した人に対し、専門医が精密検査、または緊急入院
などが必要であると判断したとき、病院側コンピュータ
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設備２７によって、受診予約日の検索処理、空きベッド
の検索処理、通知処理などを行わせるようにしているの
で、現在の健康状態を診察させ、精密検査または緊急入
院などが必要なとき、診察を受けた人に面倒な手続き作
業を行わせることなく、これら精密検査、緊急入院など
の手続きを完了させることができる。
【００９０】《他の実施形態》また、上述した第１の実
施形態、第２の実施形態、第３の実施形態、第４の実施
形態では、デジタル式体温計４、３４を使用して、各人
の健康状態を計測するようにしているが、このようなデ
ジタル式体温計４、３４以外の測定器、例えばデジタル
式血圧計、デジタル血液計などを使用させて、各人の血
圧、脈拍、血液データなどを計測させ、これらの各計測
結果に基づき、各人の健康状態を判定させるようにして
も良い。
【００９１】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、請
求項１の健康管理支援システムでは、会社などの自分の
席に居るときでも、正常なときの体温状態などと現在の
体温状態などとを比較させて、現在の健康状態を認識さ
せることができ、これによって長期入院などの最悪事態
になる前に適切な処置を行わせて仕事を続行させること
ができる。
【００９２】請求項２の健康管理支援システムでは、会
社などの自分の席に居るときでも、専門医に各測定値を
送って、現在の健康状態を診察させ、適切なアドバイス
をもらうことができ、これによって長期入院などの最悪
事態になる前に適切な処置を行わせて仕事を続行させる
ことができる。
【００９３】請求項３の健康管理支援システムでは、現
在の健康状態が悪いとき、会社などの自分の席に居ると
きでも、専門医に対し、各測定値とともに、診察依頼を
自動的に出させて現在の健康状態を診察させ、適切なア
ドバイスを受けさせることができ、これによって長期入
院などの最悪事態になる前に適切な処置を行わせて仕事
を続行させることができる。
【００９４】請求項４の健康管理支援システムでは、現
在の健康状態が悪いとき、会社などの自分の席に居ると
きでも専門医に対し各測定値とともに、診察依頼を自動
的に出させて、現在の健康状態を診察させ、安静が必要
かどうか、精密検査が必要かどうか、緊急入院が必要か
どうかなど、適切なアドバイスを受けさせることがで
き、これによって最悪な事態になる前に適切な処置を行
わせることができる。
【００９５】請求項５の健康管理支援システムでは、現
在の健康状態が悪いとき、会社などの自分の席に居ると
きでも、専門医に対し、各測定値とともに、診察依頼を
自動的に出させて、現在の健康状態を診察させ、精密検
査または緊急入院などが必要なとき、診察を受けた人に
面倒な手続き作業を行わせることなく、これら精密検
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査、緊急入院などの手続きを完了させることができる
。【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による健康管理支援システムの第１の実
施形態を示すブロック図である。
【図２】図１に示す会社側コンピュータ設備を構成する
各パソコン装置のハードディスクに格納されるファイル
内容例を示す模式図である。
【図３】図１に示す会社側コンピュータ設備を構成する
各パソコン装置のＣＲＴに表示される健康管理画面例を
示す模式図である。
【図４】本発明による健康管理支援システムの第２～第
４の実施形態を示すブロック図である。
【図５】図４に示す会社側コンピュータ設備を構成する
各パソコン装置のハードディスクに格納されるファイル
内容例を示す模式図である。
【図６】図４に示す会社側コンピュータ設備を構成する
各パソコン装置のＣＲＴに表示される健康管理画面例を
示す模式図である。
【図７】第３の実施形態における健康管理支援システム
の動作例を示すフローチャートである。
【図８】第４の実施形態における健康管理支援システム
の動作例を示すフローチャートである。
【図９】第４の実施形態における病院側コンピュータ設
備を構成する共通サーバ装置のハードディスクに格納さ
れるファイル例を示す模式図である。
【符号の説明】
１：健康管理支援システム、２：パソコン装置（会社側
コンピュータ装置）、３：入力コード、４：デジタル式
体温計（健康状態測定器）、５：ＬＡＮ、６：共通サー
バ装置、７：プリンタ装置、８：キーボード、９：パソ
コン本体部、１０：ＣＲＴ、１１：イーサネットケーブ
ル、１２：ハブ、１３：サーバ本体部、１４：ハードデ
ィスク、１５：本人現在データ情報ファイル、１６：本
人正常時データ情報ファイル、１７：一般平均値データ
情報ファイル、１８：健康管理画面、２５：健康管理支
援システム、２６：会社側コンピュータ設備、２７：病
院側コンピュータ設備、２８：インターネット回線、２
９：キーボード、３０：パソコン本体部、３１：ＣＲ
Ｔ、３２：パソコン装置（会社側コンピュータ装置）、
３３：入力コード、３４：デジタル式体温計（健康状態
測定器）、３５：パソコン装置（病院側コンピュータ装
置）、３６：共通サーバ装置（病院側コンピュータ装
置）、３７：ＬＡＮ、３８：プリンタ装置、３９：キー
ボード、４０：パソコン本体部、４１：ＣＲＴ、４２：
イーサネットケーブル、４３：ハブ、４４：サーバ本体
部、４５：ハードディスク、４６：本人現在データ情報
ファイル、４７：本人正常時データ情報ファイル、４
８：一般平均値データ情報ファイル、４９：健康管理画
面、５０：ハードディスク、５１：予約状況データファ
イル。
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